
令和８年４月２１日 

 

質問に対する回答 

      

「令和８年度甲府市国民健康保険保健事業等業務委託」に係る質問に対し、次のとおり回答する。 

 

No 該当資料名 頁 該当項目 質問内容 回答 

１ 

仕様書  

別紙３ 

「糖尿病重症化

予防業務」の詳

細 

 

及び 

 

別紙 8 

業務委託の詳細 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

３ 保健指導の

実施 

 

 

 

 

 

 

5 糖尿病重症化

予防  

※対面 

別紙８の業務委託の詳細に

て、「糖尿病重症化予防※対

面」と記載がありますが、遠

隔面談（ICT面談）にて対応

することは可能でしょうか。 

別紙３にて「面談について

は、対面による方法も可とす

る。」と記載があり、ICT面

談でも問題ないと解釈してお

りますが、解釈違いがあれば

ご教示ください。 

可とします。３頁の５（2）

③のとおり、参加者の状況

に応じ面談、遠隔面談

（ICT）を想定しています。 

 


